
【安全情報の公表】 

 

弊社では、運輸安全マネジメントを通して安全・安心な輸送を目指し、全社的に取り組んでまいりま

す。 

 

1. 輸送の安全に関する基本的な方針 

⑴ 経営責任者は輸送の安全に主導的役割を果たす。 

⑵ 関係法令及び安全管理規定等社内規則を遵守する。 

⑶ 全社員が一丸となって業務を遂行し、絶えず安全性の向上に努める。 

 

2. 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 

2022年度事故件数は、前年度比 2件の削減を目標とする 

→2022年度の結果は前年度比 1件の減少 

2023年度事故件数は、前年度比 1件の削減を目標とする 

 

3. 自動車事故報告規定第 2条に規定する事故に関する統計 

 2022年度の発生事故 0件 

 

4. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

 

 

 

5. 輸送の安全に関する重点施策 

・安全輸送の確保が事業計画の最優先課題であるという認識を徹底する。 

・安全に関する法令及び社内規定を順守する。 
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6. 輸送の安全に関する計画 

・ドライブレコーダー等の活用により、事故原因を分析し、効果的な事故防止対策を確立し、 

重大人身事故を防止する。  

・急発進、急停止、急ブレーキ等、急のつく運転をしない。 

・バックをしない走行を心がける。 

・管理職による各営業所での巡回視察を定期的に実施する。 

 

7. 事故に関する報告連絡体制 

     

  事故発生（乗務員）   

     

  負傷者の救出   

  119 番通報   

     

  110 番、または最寄りの交番   

  （警察官の指示に従う）   

     

  営業所（運行管理者）   

     

現状の確保（係員派遣） 

本 社 

  

  


常務取締役 

警察署   

   取締役社長 

運輸支局整備課    

     

  事故状況により対策本部設置   

 


